
　１．はじめに

　日本における自動車を取り巻く状況は次の三つの
特徴がある。第一にモータリゼーションが成熟した
ことがあげられる。 1,000人当たり自動車保有台数は
すでに飽和状態に達している。そして地方部では自
動車の利用を前提とした就業・都市構造などが形成
されている。第二は人口減少に直面していることで
ある。2000年代半ばまでは増加する人々の自動車利
用に対する需要に応じて、自動車保有台数は増加し、
道路整備が進められてきた。だが、05〜08年ごろに

始まった人口減少によりこの傾向は変更を余儀なく
されている。第三は自動車が及ぼす環境問題はまだ
改善することが希求されており、そのための政策対
応はより厳しくなっていることである。自動車単体
に対するエネルギー効率や大気汚染物質削減に関す
る技術改善への規制水準が継続的に厳しくなってい
ることはその査証であろう。
　自動車起因の環境問題に対応する政策の中でも自
動車関連税制は、2000年以降、着実に成果を上げて
いる。例えば、02年に自動車税のグリーン化、09年
に自動車重量税・自動車取得税が減税されるエコカ
ー減税が開始された。12年度において、減税対象販
売台数は約348万台で、販売台数に占める割合は
74%であった１）。そして11年度に乗用車の保有台数
4,014万台の内、前記の減税制度の対象となった自動
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　自動車の社会的費用という概念を通して、自動車関連税制のあるべき方向性を提示する。
それを示すために、日本の社会的費用の推定結果と現行の自動車関連税の税率を比較する。
結果、燃料税は燃料・走行にかかわる外部限界費用に対して過少負担であることを示した。
また自動車関連税制全体としても、外部費用の30%程度のみ負担していることを提示した。
この結果を踏まえ、効率的なプライシングを実現するために保有から走行に関する課税も
しくは燃料税に変更し、外部費用を負担できるように課税水準を引き上げるという方向性
を提示した。
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車（低燃費かつ低排出ガス車）は2,443万台であり、
61％を占めている２） 。自動車税のグリーン化、エコ
カー減税という政策により乗用車がエネルギー効率
の高いものに置き換わり、2000年以降の新車燃費・
ストックベース燃費は20％上昇した３） 。この燃費の
上昇は自動車からの二酸化炭素排出量の削減に寄与
することとなった。
　今後も継続的に自動車起因の環境問題に対応する
べく、自動車関連税制の活用が求められるようにな
っている。長期的なスパンで持続可能な社会または
低炭素型社会を実現するための手段を検討する多く
の調査研究がある。これらの中で、運輸部門から温
室効果ガス、大気汚染物質等を削減し目指す社会を
実現するためには、人々に対しインセンティブを与
える手段として自動車にかかわる税政策の活用が必
要であると述べられることが多い。加えて、後述の
ように、自動車が社会に及ぼしている被害総額を金
銭換算するとGDPの６〜７％程度である。この数値
は無視できる水準とは言い難く、自動車が発生させ
ているその被害を内部化するための手段としても自
動車関連税制は活用されることが求められる。
　他方、自動車関連税制は、環境問題に対処するた
めのインセンティブ付与以外にも、いくつかの機能
を有している。道路サービス供給（建設、維持）への
対価、道路サービス利用水準の制御、財源の確保等
がそれに該当する。09年以前は揮発油税等の税収が
道路特定財源に繰り入れられており、道路サービス
供給への対価であることが明確であった。一般財源
化されている現在は、そのつながりが以前よりは明
確ではない。財源としての自動車関連税収は、国税で
3.6兆円、地方で3.4兆円規模（両方とも13年度予算額）
に達し、国・地方にとって主要な財源となっている。
　それでは自動車の引き起こす環境被害の減少・内
部化または持続可能な社会の実現に向け、自動車関
連税制はどのようにあるべきなのであろうか。そこ
で、本稿は自動車関連税制のあるべき方向性を社会
的費用の視点から整理し直す。このような視座に基
づき自動車関連税制を概観することは論点の再整理
になるので、一定の意義はあるであろう。最初に、
自動車の社会的費用の定義と範囲、そして日本にお
けるそれの推定値についてまとめる。第二に、自動
車関連税制と社会的費用の負担についての議論をま
とめる。第三に近年における自動車関連税制改革の
状況をまとめ、それらを踏まえて自動車関連税制を
社会的費用の観点から見直し、あるべき方向を提示

する。最後に上記の議論をまとめることにする。

　２．自動車の社会的費用の定義・範囲とその 
推定値

　２−１　自動車の社会的費用の定義と範囲
　自動車起因の環境問題やその他問題をとらえるた
めに自動車の社会的費用という概念が用いられるこ
とが多い。自動車の社会的費用は、自動車が原因で
社会に生じたすべての費用を把握することを意図し
た概念である。社会的費用の項目の一つとして環境
に関する項目が入っている。そして、自動車の社会
的費用の定義は、社会的費用の定義や概念から導き
出される。
　社会的費用の定義をめぐる議論は、1950年代の後
半から70年代に活発に行われた。多数の識者がおの
おの社会的費用の定義を提案したこともあり、定義
が複数併存することになった。そのため、自動車の
社会的費用の定義に関しても諸説が存在する。
　中でもキネは、自動車の社会的費用を内部費用と
外部費用の和として定義した４） 。ここで内部費用と
は私的費用（燃料費用・修理代・保険費用など）とイ
ンフラ費用の一部であり、外部費用には内部費用で
負担されなかったインフラ費用、環境、混雑、事故、
空間の使用が含まれている。環境費用の項目として
は、騒音、振動、エネルギー（地球温暖化による気
候変動）、大気、水、土壌への汚染、景観への影響、
動植物への影響が含まれる。
　つまるところ、自動車の社会的費用は自動車使用
者自身が負担している内部費用と、自動車使用者が
自動車を利用することで生じる被害の大きさに応じ
た費用を負担することなく社会の誰かが被害を余儀
なくされるという形で負担をさせられている外部費
用に分けられる。なお、混雑に関しては、自動車利
用者自身も混雑に巻き込まれることから外部費用に
含めるべきではないと主張する識者もいるが、通常
は外部費用に分類される。
　追記すべきこととして、アメリカの研究５）などに
おいては、外部費用の項目としてエネルギーセキュ
リティ・原油依存の費用が入ってくる。これは、海
外から輸入した原油を自動車が使用すると、それに
伴い石油の価格に反映されていないさまざまな費用、
エネルギーセキュリティを守るための費用や消費者
から海外の生産者への富の移転が発生するためであ
る。日本を例にしてこの費用について推計した研究
を寡聞にして知らない。
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　２−２　日本における自動車の外部費用の推定値
　日本のみならず世界において、自動車の社会的費
用の規模を推計した研究が多数存在する。自動車の
社会的費用の推定においては、自動車利用者が負担
していない費用部分を明らかにすることを主目的と
する場合が多いので、社会的費用ではなく、通常は
外部費用のみ推定される。
　日本における自動車の外部費用総額を兒山・岸本６）

と鈴木７）が推計している。推計結果をFig.1に示す。
兒山・岸本は、1995年（辺り）の自動車の外部費用を
中位推計値で32.4兆円（インフラ費用過小負担を除
くと27.4兆円）と試算している。 そして鈴木は2005年
における自動車の外部費用を35兆円と試算している。
外部費用の推定値は推定方法や推定の際に利用する
原単位の選定により幅が出てくることを考えると、
この二つの研究における外部費用総額は総じて大き
な差はないと判断でき得る。
　混雑と事故は、外部費用の大きな部分を占める費
用項目である。兒山・岸本では、それぞれ６兆円と
５兆円であった。鈴木では、それら項目の額は13.6
兆円と7.5兆円であった。このように混雑、事故の費
用額が大きくなるのは、それらの費用を推計する際
に使われる時間価値と生命の価値の値が高水準であ
るためである。
　環境関連の外部費用としては、兒山・岸本と鈴木い
ずれの研究においても、大気汚染が主要な費用項目
になっている。費用額はそれぞれの推計において8.2
兆円、 9.7兆円となっている。乗用車や貨物車から放
出される粒子状浮遊物質や窒素酸化物といった大気
汚染物質が人に到達し、吸引されることで生じる健
康影響が費用として計上されている。それら大気汚
染物質を多く排出している自動車はディーゼルエン
ジンを使用している普通貨物車である。鈴木の2013
年の研究８）によると普通貨物車は都市の人口規模が
大きくなればなるほど、大気汚染による外部平均費
用 ＊１が大きくなるという傾向がある。さらに、大
気汚染による外部平均費用は混雑のそれと比較して
も大きいという推計結果を明らかにしている。次に、
気候変動による費用は２〜３兆円規模となっている。
ただし、気候変動による費用は推計結果が推定の際
に使用する原単位に依存するという問題がある。気
候変動による被害の原単位は、850（円/tC）から
270,000（円/tC）と最小値と最大値が300倍も異なる
ことがある６）。このように原単位に幅があるため、
費用総額がどの原単位を用いるかに依存して変化し

てしまう。騒音は、それぞれ、5.8兆円、0.9兆円で
あった。二つの研究に被害額の差が生じたのは、被
害額の原単位（9,000円/dB（A）・人・年と5,000円/dB）
と騒音レベル等の推計方法に差があるためである。
　日本を対象とした自動車起因の外部費用の推計に
おいて、水、土壌、景観に関する費用の推計は見当
たらない。欧米の研究においては、それらが推計さ
れている。推定結果を見ると、その水準は混雑、大
気汚染、気候変動のそれと比較して低い水準になっ
ている５） 。

　３．自動車関連税制と社会的費用の負担の現況

　前節で概観したように、自動車利用は第三者にさ
まざまな被害、すなわち外部費用を負わせている。
日本における外部費用の総額は少ないといえる水準
ではない。よって、この外部費用を減少そして制御
することが望まれる。また、外部費用はその性質か
ら、第三者が自らの意図に関係なく被害を余儀なく
されているという点で、自動車利用者が外部費用分
を適切に負担し、それを内部化しなければならない。
内部化されていない外部費用が発生しているならば、
自動車利用者は本来負担するべき額よりも過小の負
担で自動車を利用しているともいうことができる。
　外部費用を自動車利用者に負担させる際に自動車
関連税制は重要な役割を果たす。自動車利用者が適
切に外部費用を負担するためには、自動車関連税制
を社会的限界費用＊２を反映した税体系に近づけるよ
う設計する必要がある。すなわち、社会的限界費用
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　＊１　ここで言う外部平均費用とは、（ある項目の）外部費用
の総額を普通貨物車の走行台キロで除した数を指す。

　＊２　社会的限界費用とは、自動車利用を追加１単位増加させ
たときに発生した社会的費用（内部費用と外部費用）の
増分のことを指す。

Fig. 1　日本における自動車の外部費用



と私的限界費用の差分を税額とする税体系を設計す
るのである。税額をこのように設定することで、自
動車が支払う私的（限界）費用と税額の和を社会的限
界費用に近づけるのである。上記のように自動車関
連税制の税体系を変更することは金本９）が提案する
自動車関連税制が達成すべき目標の一つである効率
的なプライシングを達成するためにも妥当である。
　ここで注意しなければならないのは、適切に外部
費用を税制を通して自動車利用者に負担させるため
には、課税ベースと外部費用の発生原因を合わせる
必要があることである。例えば、気候変動の外部費

用やエネルギーセキュリティの外部費用はガソリン
といった燃料の使用により発生する。したがって、
これらの費用は燃料税を通して自動車利用者に負担
させることが望ましい。混雑や事故といった外部費
用は、自動車の走行に起因する。そのため、この外
部費用を負担するためには、自動車の走行距離を課
税ベースとすることが望ましい（走行距離と課金を
連動させる制度等の詳細は、本号の味水氏の論説を
参照のほど）。だが、走行距離を把握するシステム
が整備されていないこと等を理由とし、現時点では
走行距離に関連する限界外部費用を走行距離に応じ
て課税することは行われていない。燃料税は、自動
車が走行するためにはエネルギー源がなければなら
ないことに着目し、走行に関連した外部費用を自動
車に間接的に負担させる代替手法となっている。他
方、自動車本体にかかわる課税は、外部費用と連動
することが少ない。なぜならば車がそこに在るだけ
では、CO2排出や大気汚染物質は増加しないからで
ある。よって、自動車本体にかかわる課税水準は、
外部費用の負担の観点からはゼロに近いといえる。
だが、現在、自動車保有税が新規登録から18年を超
えると0.5t当たり6,300円となる＊３。この車齢による
課税額の増額は、燃費の悪化（すなわちCO2排出の
増大）や大気汚染物質排出量の増大、つまり燃料や
走行に関連する外部費用を自動車本体と連動させて
いることになる。保有税と燃料・走行にかかわる外
部費用を連動させてしまうと、保有税を変更するこ
とで外部費用の抑制を試みる際に損失が発生しやす
くなり問題である。
　日本の現況の自動車関連税制は、効率的なプライ
シングという観点から見るならば、いかように評価
することができるであろうか。兒山・岸本６）と鈴木７）

における外部平均費用の推計値と日本の燃料課税水
準を比較してみる＊４。
　まず、日本の自動車関連税制の現状をTable 1に示
す。自動車が利用する燃料にかかわる課税としては、
揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、軽油取引税
がある。課税水準は、揮発油税が48.6円/ℓ、地方揮
発油税が5.2円/ℓとなっている。そして、軽油取引税
が32.1円/ℓとなっている。また、石油石炭税が2.04
円/ℓである。石油石炭税の特例として温暖化対策税
が平成24年10月より施行された。 税額は0.25円/ℓか
ら始まり16年までに0.76円/ℓまで引き上げられるこ
とになっている。さらに石油関税0.215（円/ℓ）と二
重課税となる消費税分2.841円（ガソリン）、1.756円
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　＊３　参考までに2015年度燃費基準未達成車は4,100円/0.5tで
ある。

　＊４　厳密には社会的限界費用と社会的平均費用は異なるもの
である。だが多くの研究では、自動車の走行量にかかわ
らず自動車の外部限界費用が変化しないと仮定して、外
部費用を推定している。そこで本稿でもそれら二つに差
はないとして、結果を概観する。

Table 1　自動車関連税の現状

平成２５年度
予算額（億円）税率税目

２５,６００（暫定）４８.６円/ℓ
（本則）２４.３円/ℓ

揮発油税燃料
課税

国

１１０（本則）１７.５円/kg石油ガス税
６,５００＊＊［原油、石油製品］

（特例）２.８０円/ℓ＊
（本則）２.０４円/ℓ

石油石炭税

３,８６０［自家用乗用］
（暫定）４,１００円/０.５t年
（２０１５年度燃費基準
等未達成車）〜６,３００
円/０.５t年（１８年 超 経
年車）
（本則）２,５００円/０.５t年

自動車重量
税

車体
課税

９,２３３（暫定）３２.１円/ℓ
（本則）１５.０円/ℓ

軽油取引税燃料
課税

地
方

２,７５６（暫定）５.２円/ℓ
（本則）４.４円/ℓ

地方揮発油
譲与税

１１０（本則）１７.５円/kg石油ガス贈
与税

１,９００（暫定）自家用は取得
価格の５%
（本則）取得価格の５%

自動車取得
税

車体
課税

１５,４９７（例）乗用車２０００ccク
ラス
（自家用）３９,５００円

自動車税

１,８５２（例）軽乗用車
（自家用）７,２００円

軽自動車税

２,６９６自動車重量税と同じ自動車重量
贈与税

資料）参考文献10）を元に作成。
注１）＊平成24年10月より石油石炭税に係る「地球温暖化対策のため

の課税の特例」が適用されている。平成24年度で原油、石油製
品は0.25円/ℓ増税され、平成28年度より0.76円/ℓ増税となる。

　２）＊＊原油、石油製品、天然ガス、石油ガス、石炭の合計の数値。
原油、石油製品のみの数値は不明。



（軽油）がかかる。つまるところ、ガソリン１ℓに
59.656円、軽油1ℓに36.871円の税金が課せられてい
ることになる。
　兒山・岸本６）と鈴木７）における外部平均費用の推
計値をTable 2とTable 3に示す。なお金本９）で使用
されている、走行１km当たりの外部費用を燃料１
ℓ当たりの外部費用を換算する際に、ガソリン乗用
車9.4km/ℓ、小型貨物車8.23km/ℓ、普通貨物車3.67
 km/ℓという燃費値を用いて、円/kmから円/ℓに
単位変換を行っている。
　現行のガソリン・ディーゼル燃料への課税水準は、
燃料に関連する外部費用項目だけを考えるならば過
大になっている。燃料と関連する外部費用は、 Table 
2, 3から20〜45.1（円/ℓ）となっている。Table 3に
おける大型貨物を除いて、現行のガソリン・ディー
ゼル燃料への課税水準と比較するならば、現行の課
税水準のほうが高い値になっている。
　先に述べたように燃料税は走行に関する外部費用
を負担する代替手段になっているので、走行に関連
する外部費用も共に考えるならば、課税水準は過小
である。燃料・走行と関連する外部費用は乗用車で
262〜272（円/ℓ）、小型貨物車は311〜326（円/ℓ）、
大型貨物車は442〜484（円/ℓ）であり、現行の燃料税
水準よりも大きな値となっている。鈴木７）は、推計
した外部平均費用に基づき、現行の燃料課税では、
乗用車の外部費用の21.4％、小型貨物のそれの18％、
普通貨物車では7.8％しか負担していないことを指
摘している。大型・小型貨物車にかかわらず、軽油
に課せられた税水準では、大気汚染の外部平均費用
を負担することはできない。また、大型貨物になる
と税による負担と外部平均費用の乖離が大きくなっ
ていることが理解できる。ともかく、燃料に課せら
れた税を支払うだけでは自動車利用者は外部費用を

負担したことにはならない。
　燃料関係の税のみでは外部費用を負担できないこ
とが判明したが、自動車利用者は燃料と自動車の保
有にかかわる税を合わせて、つまり自動車関連税制
全体をもって外部費用を負担していると考えた場合
にはいかように評価できるのであろうか。日本自動
車工業会１１）によれば現在、自動車関連税制全体で、
7.6兆円を負担している。内訳は燃料関連の税収が4.4
兆円、車体関連税収が3.2兆円となっている。２−２
で概観した日本の自動車の外部費用は32〜35兆円で
あったことを踏まえると、保有関連の税負担を入れ
たとしても自動車関連税制では外部費用を負担でき
ていないことになる。税による外部費用の負担割合
は21〜23％となる。混雑の外部費用を除いた場合、
負担割合は29〜36％となる。
　比較として、ヨーロッパにおける外部費用の負担
の状況を概観してみよう。ヨーロッパにおいては、
混雑を除いた交通の社会的費用は自動車によってほ
ぼ負担がなされている。Link１２）はUNITEプロジェ
クトにてEU17カ国の1998年における道路関連の収
入（インフラ使用料金、自動車税、燃料税）と自動車
の外部費用（インフラの費用、大気汚染の費用、騒
音の費用、地球温暖化の費用、事故の費用）を推計
している。そこで、それら二つのデータを用いて比
を算出した（Table 4）。Table 4より収入と費用の比の
平均値をとるとおおむね１であった。
　日本の自動車関連税に対しては、自動車利用者に
外部費用を負担させるということに関してはまだ積
極的な役割が求められる。Table 4にあるようにヨ
ーロッパ諸国では多くの国において外部費用と同規
模の利用料金・税金が道路利用者によって負担され
ている。先ほど、日本において30％程度とする負担
率を計算する際に、収入としてインフラの利用料金
が入っていなかった。だが、たとえ、高速道路など
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Table 2　外部平均費用の推定値（中位値）

燃料１ℓ当たり（円/ℓ）外部費用タイプ
大型貨物車小型貨物車乗用車
２８.６２５.５２０.７気候変動燃料関係
２１６.９１１３.６１６.９大気汚染

走行関係

１３０.７２９.６３３.８騒音
５３.６６０.１６８.６混雑
２８.９４０.３６６.７事故
２５.７５７.６６５.８インフラ過小
４５５.８３０１.２２５１.９小計
４８４.４３２６.７２７２.６合計

資料）参考文献６）を元に作成。

Table 3　外部平均費用の推定値

燃料１ℓ当たり（円/ℓ）外部費用タイプ
大型貨物車小型貨物車乗用車
４５.１２３.０２１.６気候変動燃料関係
２６３.９６８.３９.４大気汚染

走行関係
１１.７５.８６.６騒音
８９.２１４２.４１４１.９混雑
３２.３７２.４８２.７事故
３９７.１２８８.９２４０.６小計
４４２.２３１１.９２６２.３合計

資料）参考文献７）を元に作成。



の料金収入を加えたとしても残りの70％近くをカバ
ーすることはできないと思われる。外部費用の負担、
内部化という観点からは自動車関連税制をより積極
的に活用し、負担の割合を大きくする必要があるで
あろう。

　４．自動車関連税のあるべき方向

　４−１　近年の動向
　政府は自動車関連税に対して高い関心を寄せてい
る。自動車関連税制は前述の通り財源確保という機
能を持ち、税収は7兆円と規模も大きい。そして、
自動車関連税の一般財源化により、一部税金はその
課税根拠が揺らいだものがある。また、自動車関連
税は複雑であり、簡素化が求められている。民主党
は民主党政策INDEX2009や政策マニフェスト2009の
中で自動車関連税の改革も盛り込んでいた。
　以上のこともあり、政府は研究会を立ち上げ、自
動車関連税に関する検討を行っている。最近では平
成21年度に開催された自動車関係税制の課税のあり
方に関する研究会、平成22年に開催された自動車関
係税制に関する研究会、そして平成25年に自動車関
係税制のあり方に関する検討会で関連税制の検討が
なされている。
　自動車関係税制の課税のあり方に関する研究会１３）

と自動車関係税制に関する研究会１４）では、税収確保、
税制の簡素化、自動車からの環境負荷軽減・低炭素
化を促進する観点から税制を見直し、税制のグリー
ン化や環境負荷に応じた課税が検討されている。検
討の中では保有課税においてCO2排出量ベースで課
税を行うことが提案されている。またこの課税は環

境損傷負担金的性質、本稿に即していうならば、外
部費用の負担といった意味合いを持たせることを意
味している。CO2排出量ベースの課税を実施するこ
とで、自動車税と自動車重量税を一本化することが
推奨されている。自動車関係税制のあり方に関する
検討会１５）では、消費税10%段階において実施され
ることになっている自動車税における環境性能に応
じた課税の制度設計、廃止されることになっている
自動車取得税の代替財源、自動車取得税の段階的な
引き下げ時における措置内容の３点について主に検
討された。
　いずれの研究会・検討会においても、CO2といっ
た大気汚染物質を課税ベースの中心にしている点は
評価したい。しかし、それら研究会・検討会におい
ては社会的費用の観点からの税制見直しや保有課税
以外の税制の改革については論じられていない。検
討に際してさまざまな制約等があることは予想され
るが、自動車関連税制の目標である効率的なプライ
シングからは離れた議論が展開されている感が否め
ない。また、いずれの研究会・検討会においても、
道路や橋梁などのインフラストラクチャーの維持管
理についての言及が少ないように思われた。
　４−２　外部費用から見た自動車関連税制のある

べき方向
　税制のあるべき方向としては、まずは社会的限界
費用と私的限界費用の差分を自動車関連税制にて自
動車利用者に負担させるという効率的なプライシン
グの設定であろう。税のベースとして保有・燃料・
走行の三つを包括的にとらえ、社会に損失を与えな
いように税制を設計する。よって、日本において効
率的なプライシングを実現するためには、現在取得
や保有に偏る税体系を走行に関する課税に変更する
ことが求められる。走行に関する課税手法としては
対距離走行課金やロンドンなどで実施されているロ
ードプライシングがある。なお、日本においては走
行にかかわる外部費用は過小負担であったので、走
行に関して課税が課せられた場合、現在の燃料税下
よりも移動費用は高くなるであろう。特に都心部に
おいてその傾向は顕著になると予想される。
　もし、走行に連動させた課税手法の導入が難しい
場合、効率的なプライシングに近づけるために、保
有関連の税制をゼロに近づけ、代わりに燃料関連税
を引き上げることが提案できる。そして、外部限界
費用の負担の少ない軽油はガソリン以上に税水準を
引き上げることが望まれる。現在、外部費用は過少
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道路関連収入/外部費用国名
０.６８オーストリア
１.１６ベルギー
１.７１デンマーク
１.６５フィンランド
０.９７フランス
０.７０ドイツ
０.７１ギリシャ
０.２５ハンガリー
１.８０アイルランド
１.２０イタリア
１.４０ルクセンブルグ
１.２４オランダ
１.１０ポルトガル
０.８６スペイン
１.２７スウェーデン
０.７１スイス
１.５７イギリス

Table 4　ヨーロッパにおける道路利用と負担



負担であり、その過少負担を無くすことを意図し課
税水準を引き上げるため、税収はこれまでよりも確
保できる。保有関連税をゼロに近づけることによる
地方税の減収を、燃料関連税の増税分で補い、場合
によってはさらに積み増しをする形にする。他方、
燃料税は不完全な形、すなわち混雑などの状況とは
無関係に設定された粗い走行課金である。よって、
エネルギー効率が道路の状況によらず大きく変わら
ないとするならば、燃料課金制度は都市部では過小
の負担、地方部では過大な負担を自動車利用者に附
加させることになる。現在、都心部よりも地方部で
自動車の利用が頻繁であることを勘案すると、外部
費用を内部化させるための燃料税の引き上げは、保
有税の引き下げとセットに実施されたとしても、実
質的には増税となるので合意は難しいかもしれない。
　さらに積極的に、自動車関連税制を用いて、今あ
る自動車社会という均衡を別の、そもそも自動車の
社会的費用が小さくなる均衡に移すように促すビル
トインスタビライザーにすることも求めて良いので
はないだろうか。戦後の日本において自動車に対す
る需要、移動に対する需要、道路開発が互いにフィ
ードバックループを形成しながら進展し、現在の日
本の自動車社会を構築していった。道路特定財源は、
このフィードバックループを支える一助となったと
いえよう。人口減少社会においては、道路利用の需
要が低減し、場所によっては道路などのインフラ利
用が低調となる。そのため、インフラ維持のための
税負担よりも維持管理費用が大きくなる道路区間な
どが出現し、内部補助なしではサービス水準を維持
することが困難になるところも出てくると予想され
る。その際に、現在の自動車関連税制は、現在の道
路開発の状況を縮減する方向に持っていくことを支
えるための機能を有していない。そこで、自動車需
要の減少（移動需要の減少）に応じて、開発した道路
インフラ等を元の状態に戻すという逆開発のために
使途を決めた特定財源を用意するのである。一度道
路を作ってしまうと元に戻すことは困難であり、ま
た道路インフラを縮減するという逆開発に対しても
費用は必要となるので、このような財源を制度とし
て用意しておくのである。
　最後に、自動車関連税制は税の支払いを通して、
自動車利用者に対し、これまで負担をしてこなかっ
た費用を認識させるという機能も重要であることを
強調したい。

　５．まとめ

　本稿では、自動車の社会的費用という概念を通し
て、自動車関連税制のあるべき方向性を提示した。
それを示すために、既存研究から日本の社会的費用
の推定結果をまずまとめた。続いて、現行の自動車
関連税の税率を概観し、外部費用を適切に負担して
いるのかどうかを検討した。結果、燃料税は燃料・
走行にかかわる外部費用に対して過少負担であるこ
とを示した。また自動車関連税制全体としても、外
部費用の30％程度のみ負担していることを示した。
最後に、効率的なプライシングを実現するために保
有から走行に関する課税に変更するという自動車関
連税制の方向性を提示した。さらに積極的に自動車
需要の縮小に合わせ、道路インフラを縮減すること
を使途とする道路特定財源というビルトインスタビ
ライザーの機能を道路関連税制に持たせることを述
べた。
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